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職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

実
習
併
用
職
業
訓
練
の
実
施
計
画
認
定
申
請
書
の
提
出
先
の
変
更
等

一

実
施
計
画
認
定
申
請
書
、
実
施
計
画
変
更
認
定
申
請
書
及
び
実
施
計
画
変
更
届
出
書
（
様
式
第
七
号
）
に
つ
い
て
、
提

出
先
及
び
届
出
先
を
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
そ
の
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
二
に
お
い

て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
に
変
更
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
五
条
の
五
並
び
に
第
三
十
五
条
の
八
第
一

項
及
び
第
四
項
関
係
）

二

実
習
併
用
職
業
訓
練
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
か
ら
の
実
施
計
画
の
認
定
及
び
実
施
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の

申
請
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
権
限
に
つ
い
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
へ
の
委
任
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
一
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等
（
附
則
関
係
）

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
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